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精神遅滞者の運動能

一一数量化第Ⅲ類による分析の試み一一
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1.はじめに

運動技能(Motor Skill)の発達は外的世界を自己の意識世界へ取り込み,構造化していく

うえでの十分条件を提供しているものと考えられる。1)5)

これまで,精神遅滞者(以下遅滞者)を対象として運動能の検査を実施し,その発達につ

いて検討してきたパ)今回は,その資料を基にして多変量解析による運動能の構造や対象

者の課題通過のパターン分析を試みたい。,

狩野広之は,運動能の研究は数多くあるがその多くが運動能の体力的な側面や運動競技

めいたSkillを評価するものであると指摘しているノ)6)そこで,自ら主としてOse-

retzkyの年齢別運動能尺度を基礎として課題を作成し,また, Braceの検査からもヽ模倣

運動の課題を選んで,標準化を行い狩野式運動能発達検査として発表した。

本検査は,下位検査カテゴリがあり,それは,

A 平衡機能をみるもの

B 全身運動の協調をみるもの

C 手指運動の協調をみるもの

D 分離・模倣運動みるもの

以上の4つの領域に分けられている。2) 6)この4つの領域は,狩野によって予め課題の性質

により便宜的に決められたものである。従って,この検査が4つの因子構造をもっていて

分けられたわけではない。そこで,この4つの下位検査カテゴリの分類が適当なものであ

るかどうかを検討するのが本報告の1つの目的である。

これまで,知る限りでは本検査に対する多変量解析的接近は,生沢雅夫による運動発達

の潜在クラス分析くらいであろう。3)この研究は,狩野の検査の標準化の過程で得られた

資料に基づき,6歳児から12歳児までを対象として運動能の発達段階を抽出したものであ

る。それによると,単純な運動が可能な段階(潜在クラスc),調整機能が完成する段階

(潜在クラスb),運動の強さ,速さ,機敏さなどが完成する段階(潜在クラスa)の3段

階を経て発達すると結論付けている。3)しかし,上述したような目的での研究は見当たら

ないので試みることとした。

更に,収集した資料をみると,課題通過のパターンのようなものがありそうであった。

つまり,もし単に一次元的に課題の難易度だけで決まってしまっているならば,運動能年
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齢が等しい対象者同士のできる課題,できない課題は殆ど同じになってしまうはすである。

しかし,必すしもそうはならないとの印象をうけた。そこで対象者の課題通過のパターン

分類が可能かどうかを検討してみようというのがもう1つの目的である。この2つの目的

は,今述べてきたことから裏表の関係にもなっている。

上述の目的にそった分析手法として,質的データのパターン分析とか,因子分析とか称

せられている数量化第Ⅲ類を適用することにした。つまり,運動能検査の各課題への合否

を1,0の質的データとしてコーディングすることによって行なった。その結果ある程度

の知見が得られたので以下に報告したい。

2.方 法

① 手続き

I 知能検査

鈴木びね一式実際的個別的知能測定法を某施設入所判定時に,個別実施されたもの

で精神年齢のみを検討材料として用いた。

U 運動能検査

狩野式運動能発達検査を使用した。検査項目は,全項目を実施することとした。検

査項目の内容についてはTable 1 に示した通りである。

Table l 狩野式運動能発達検査(*:数量化Ⅲ類の分析課題)
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本検査は先に触れたように4つの下位検査に予め分類されていて,平衡機能をみるもの

14項目(A),全身運動の協調をみるもの22項目(B),手指運動の協調をみるもの17項目(C),分

離・模倣運動をみるもの14項目(D)で,合計67項目から成りたっている。2) 61なお,これら

の課題の中で左右(右手か右足,左手か左足)両方を課す項目については独立した1つの

-
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項目として扱うこととした。その課題は項目番号8, 9, 28, 29, 30, 41でA平衡機能は

4項目増えて18項目,B全身運動は1項目増えて23項目,D分離・模倣運動も1項目増え

て15項目で合計73項目となった。

Ⅲ 対象者

対象者は,精神遅滞者用の某施設に在園する16歳10か月から56歳6か月までの300 名で

あった。その中から教示を理解できなかったもの,動機付けの低いもの,身体障害や精神

障害を伴っているもの等を除いた142名(平均年齢32歳7か月)を整理分析の対象とした。

対象者の構成はTable 2 に示したとおりである。

Table 2 対象者の構成

男性69名(平均年齢32歳6か月),女性73名(平均年齢32歳7か月)である。 検査は個

別的に実施された。

IV 実施時期・場所

1976年4月から1979年3月までの期間に施設内で実施された。

② 結果の整理

得られた検査結果を各項目についてできたものを1,できなかったものをOとしてそれ

ぞれコーディングした。このコーディング資料をもとにしてます項目間の連関係数(ユー

ルのφ係数)を算出した。そして,この連関係数が多数の項目との間で(18項目以上),

1.0又は,-1.0を示した項目を排除した。というのは,項目間の連関が1.0や~1.0を

示十と行列計算でランク落ちしてしまうからである。次に残った項目に対して林による数

量化第Ⅲ類を実施した。第Ⅲ類を適用した項目は, Table 1の項目番号の先頭に*マーク

を付けたものである。その内訳はA平衡機能12項目内3項目左右(この領域での課題の平

均適用年齢7.92歳以下同様),B全身運動15項目(8.74歳),C手指機能12項目(9.09歳),

D分離・模倣運動11項目内1項目左右(8.95歳)で合計50項目内4項目左右であった。な

お,第Ⅲ類は0,1型のアイテム・カテゴリ分析ではなく, Dummy変数として処理し

た。

3.結果と考察

① 数量化Ⅲ類の分析の精度

始めに,数量化Ⅲ類の分析の精度や程度を示すと考えられる相関係数,固有値,寄与率,
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累積寄与率を第3軸までについてTable 3に示した。

Table 3 数量化Ⅲ類による相関,固有値,寄与率,異積寄与率(%)

これによると相関係数が第1軸で.3299,第2軸で.2781,第3軸で.2246であり,高

いとは言えないが分析ができないという程でもないと思われるｏまた,固有値の寄与率で

は,第1軸で１1.9%,第2軸で8.4%,第3軸で5.5%となつたo 第3軸の寄与率がやや

低く,分析するのに多少の問題が残るかもしれないo

② Ⅲ類による解釈について

次に,TabI e 4 に各課題への通過人数と第１軸から第3軸までのカテゴリ・ウエィトを

示したoこのカテゴリ・ウエィトの絶対値が大きいもの程,その軸を意味付けるのに寄与

している項目であると考えられるo
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Table 4 課題通過人数と各軸ごとのカテゴリ・ウェイト

注 項目は3 B45ならば,4~5歳のB項目(全身運動の協調)であり,通し番号3という

意味である。尚, L, Rとは各々左,右を意味する。
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分離・模倣運動優位

Fig. 1カテゴリウェイトの分布図(縦軸: 1軸,横軸: 2軸)
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精神遅滞者の運動能

通過人数(合格者数)と各軸のカテゴリ・ウェイト(Table 4 参照)との相関行列を求め,

それをTable 5に示した。

Table 5 課題通過人数･各軸のカテゴリ・ウエイト間の相関係数df = 48

その結果,通過人数と第2軸との相関はー｡871で1%水準で高い有意な相関関係を

しめした。即ち,課題通過人数の多い,つまり易しい課題ほど負のカテゴリ・ウェイトを

示しており,通過人数の少ない,難しい課題ほど正のカテゴリ・ウェイトを示していると

いうことになる。ということから,この第2軸は,課題の難易度を現わした軸であると解

釈される。このことは,本分析の方法が元来,頻数の少ない項目やカテゴリにカテゴリ・

ウェイトが大きくなるようにできており,予想されたことであった。また, Fig. 1からA

平衡機能,D分離・模倣運動,B全身運動の一部,の課題の難易度が高く,B全身運動の

一部,C手指機能は低いということが分かる。つまり,下位検査カテゴリによって難易度

が異なるということである。この違いはⅢ類を適用するにあたり連関の高さの為に課題を

削除したことによって下位検査問に難易度が生じたのだろうか。それを調べるのに課題削除後

の各領域の課題平均適用年齢を求めた。その結果,1番年齢の高かったのがC手指機能の

9.09歳,次いでD分離・模倣運動8.95歳,B全身運動8.74歳,そしてA平衡機能7.92歳で

あった。それに対して第2軸に現われた難易度の順位は, Fig. 1からA平衡機能の一部

(A2),D分離・模倣運動,B全身運動の一部(BI),Aの残り(A1),C手指機能,B

の残り(B2)の順序で難→易となっており,両者の順位は一致しないことから適用年齢

の違いが下位検査間の難易度の相違をもたらしたものとは考えられない。むしろ,この結

果は遅滞者にとって下位検査の領域により難易度が異なってくると考えた方が良さそうで

ある。

また,対象者を精神年齢で5段階(MA4歳以下群,5歳群,6歳群,7歳群,8歳以

上群)にわけて,それぞれの群ごとにカテゴリ・ウェイトの第2軸の平均値を求めた。そ

れによると, MA4歳以下群が- 0.884, MA5歳群-0.450,MA6歳群- 0.094, MA

7歳群0.469, MA 8歳以上群0.838であった。この数値をみると,第2軸の一側から十側

へと,つまり課題の易しい方から難しい方へ向かうに従って精神年齢の高い群が登場して

くる。言い換えると,第2軸は,知的遅滞の重い群と軽い群とを分ける意味を持つもので
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あることが推測される。

なお,第1軸との相関も5%水準で有意になっているが第2軸と比較して差があること

から第1軸の主要な意味は,Iで述べた通りであると思う。

Ⅲ 第3軸の解釈について

F屡2に,第3軸と第1軸とで構成される2次元平面上にカテゴリ・ウェイトをプロッ

トしたものを示した。縦軸が第1軸で機軸が第3軸である。第1軸を選んだのは,第2軸

の場合よりも下位検査間の関係が見やすくなると予想されたからである。

同図から第3軸は,B全身運動が十側に比較的高いウェイトを占めている。それに対し

て一側は,D分離・模倣運動が占めている。この一側は,A平衡機能もかなりウェイトが

大きい。しかし,その領域が+一両側にわたっているのでDを採用した。

このBとDとに二分されたのは,Bは身体全体を使ったダイナミックな運動で,たとえ

ば,項目58(B)縄跳びといった具合であるのに対して,Dは項目66(D)や項目45(D)などのよう

に指と指とを組み合わせるといったスタティックな運動が中心である。これと呼応して一

側のAは,閉眼立位のスタティックな課題であるし,+側の方は運動を伴ったバランス課

題となっている。これらのことから第3軸はスタティック型とダイナミック型とにパター

ンが二分される軸であると解釈した。

IV 下位検査カテゴリのまとまり

狩野によって予め分類された下位検査カテゴリ領域は. Fig. 1及び. Fig. 2に見られ

るようにある程度の項目のまとまりをしめしているのがわかる。ただし,これらの項目の

まとまりもおなじ領域の項目が第2軸の難易度の軸で2つに分かれるといったことや,第

3軸でのA平衡機能のように第1軸からみれば同一のものとみなされる課題が第3軸によ

ってその意味内容が異なって来てしまう。こうした結果から4つの下位検査が完全に各々

独立してあるとはいえないが,ある程度それぞれの下位カテゴリごとにそれぞれ1つづ

つの因子によってまとまっているとは言えると思う。そして,それらの因子はおそらく,

狩野により名付けられた下位カテゴリの名称がふさわしいと思われる。

4.ま と め

精神遅滞者に狩野式運動能発達検査を実施し,彼らの運動能の構造や課題通過のパター

ンを数量化第Ⅲ類を使用して分析したところ,第3軸まで意味のある結果が得られた。

①ます,課題通過のパターンでは以下のような結果が得られた。

I 第1軸は,平衡機能優位型一分離・模倣運動優位型の2つのタイプに分けられると

解釈された。これは,全身抑制型と身体部分活動型ともいえるものであった。

Ⅱ 第2軸は,課題の難易度の軸であると解釈できた。この軸は,精神年齢の段階とも

対応しており,知的遅滞の重い群一軽い群とに二分するものでもあると解釈された。

Ⅲ 第3軸は,スタティックな運動Skill優位型一ダイナミックな運動Skill優位型と

に分かれるものであると解釈された。この軸は第1軸の場合と異なり,身体全体の動きの

あるかないかによるタイプ分けである。

以上のように,課題通過のありようによって対象者がパターン分類されることが推測さ

れたことから,それに応じた指導の在り方が検討される必要があるものと思われる。

②狩野によって予め分類された4つの下位検査領域,即ち,A平衡機能,B全身運動の協
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Fig. 2 カテゴリ・ウェイトの分布図(縦軸: 1軸,横軸:3軸)
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調,C手指機能,D分離・模倣運動がそれぞれに固有のまとまりを示した。このことから,

各下位検査カテゴリはそれぞれに1つづつの因子によりまとまりを形成していることが推

測された。

以上に述べてきたように,ある程度,目的にそった結果が得られたが,必すしも十分な

分析がなされたわけではない。今後,以下のような諸点を検討していく必要があるものと

思う。

①今回は分析し得なかったが,これら3つの軸によってパターン分類される遅滞者がどの

ような特徴を有しているのかをフェイス・シートなどから,検討する必要があろう。

②精神年齢や,性,生活年齢を外的基準とした数量化第Ⅱ類による判別分析を行なう。そ

れによって上述した①とも相俟って対象者の実態をより一層明らかにすることができるで

あろう。

⑧下位検査ごとにある程度のまとまりを示したことから,下位検査それぞれのカテゴリ内

での課題間の関係がどのようになっているのかを検討する。

④連関係数による課題間の連関分析をより綿密にすることで,課題を減らし,数量化の分

析の精度を高める。それにより,遅滞者の運動能の実態をより明確にし得る検査へと高め

ていくことができるであろう。

これらの知見に基づいて今後更に検討を加えていきたい。

(昭和59年9月1日受理)
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